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県老人・ひとり親家庭等・心身障害者の
医療費受給資格申請と更新手続きは６月中に

制
　
　
度

対
象
者

手
続
き
に

必
要
な
物

備
　
　
考

岡
山
県
老
人
医
療
費

公
費
負
担
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

公
費
負
担
制
度

心
身
障
害
者
医
療
費

公
費
負
担
制
度

　
心
身
障
害
者
が
安
心
し
て
治
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険
診
療

に
か
か
る
自
己
負
担
額
か
ら
一
部

負
担
金
を
引
い
た
額
を
公
費
で
負

担
し
ま
す
。

　
低
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭

の
人
が
安
心
し
て
治
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険
診
療

に
か
か
る
自
己
負
担
額
か
ら

一
部
負
担
金
を
引
い
た
額
を

公
費
で
負
担
し
ま
す
。

　
低
所
得
の
高
齢
者
・
ひ
と
り

暮
ら
し
の
高
齢
者
が
安
心
し
て

治
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
保
険

診
療
に
か
か
る
自
己
負
担
額
か

ら
一
部
負
担
金
を
引
い
た
額
を

公
費
で
負
担
し
ま
す
。

70
歳
未
満
の
人
の
う
ち
、

▼
市
民
税
均
等
割
以
下
の
世

　
帯
に
属
す
る
昭
和
13
年
９
月

　
30
日
以
前
生
ま
れ
の
人

▼
昭
和
16
年
９
月
30
日
以
前
生

　
ま
れ
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

　
人
（
た
だ
し
、
同
一
敷
地
内

　
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る

　
場
合
や
、
近
隣
に
扶
養
義

　
務
者
が
居
住
し
、
本
人
と

　
の
接
触
が
保
た
れ
て
い
る

　
場
合
を
除
く
）

▼
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

　
て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人

　
と
そ
の
児
童

▼
父
母
の
い
な
い
児
童

▼
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養 

　
育
し
て
い
る
配
偶
者
の
な

　
い
人

 

（
い
ず
れ
も
所
得
税
非
課
税 

　
の
人
が
対
象
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
・
３
級

　
を
持
っ
て
い
る
人

▼
療
育
手
帳
A
・
Ｂ
を
持
っ
て
い
る
人

　
た
だ
し
、
平
成
18
年
10
月
以
降
に

手
帳
を
新
規
取
得
し
た
人
は
、
手
帳

交
付
時
年
齢
が
65
歳
未
満
で
あ
る
こ

と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　
（
平
成
19
年
分
の
所
得
額
で
制
限
が

　
あ
り
ま
す
。
以
前
に
所
得
制
限
で
受

　
給
資
格
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ
な
か

　
っ
た
人
も
、
所
得
額
の
見
直
し
で
交

　
付
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
の
で
、
再
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
健
康
保
険
証（
本
人
や
本
人
と
同

　
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

　
全
員
）

▼
印
鑑
（
認
印
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳

　
（
知
的
障
害
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
書
類
）

▼
健
康
保
険
証（
本
人
や
本
人

　
と
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し

　
て
い
る
人
全
員
）

▼
印
鑑（
認
印
）

▼
平
成
19
年
分
の
収
入
状
況
の

　
分
か
る
も
の（
源
泉
徴
収
票

　
や
確
定
申
告
の
写
し
な
ど
）

▼
在
学
証
明
書
か
学
生
証（
高

　
校
３
年
生
の
お
子
さ
ん
が
い
る

　
場
合
の
み
）

▼
健
康
保
険
証

▼
印
鑑
（
認
印
）

▼
ひ
と
り
暮
ら
し
で
あ
る
こ

　
と
の
民
生
委
員
の
証
明

　
（
70
歳
未
満
で
昭
和
16
年
９

　
月
30
日
以
前
生
ま
れ
の
ひ
と

　
り
暮
ら
し
の
人
の
み
）
　

　
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
給
資
格
者
と
し
て
の
認
定
が
必
要
で
す
の
で
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
受
給
資
格
証
を
お
持
ち
の
人
に
は
、
６
月
中
旬
頃
に
更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
郵
送
に
よ
る
更
新
申
請
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■申請窓口・問い合わせ先

　市市民課

　

　市牛窓支所

　市長船支所

　市裳掛出張所

０８６９ー２２ー３９５８

０８６９ー２２ー３９７３

０８６９ー３４ー３４３１

０８６９ー２６ー２００１

０８６９ー２５ー０００４

FAX

45

護
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
短
期
入
所

　
短
期
間
、
夜
間
も
含
め
施
設
で
入
浴
、

排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
な
ど
を
行
い
ま

す
。

●
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
障
害
児
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基

本
的
な
動
作
の
指
導
、
集
団
生
活
へ
の

適
応
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
生
活
介
護

　
施
設
で
入
浴
や
排
せ
つ
、
食
事
の
介

護
や
創
作
活
動
な
ど
の
機
会
を
提
供
し

ま
す
。

●
就
労
継
続
支
援

　
就
労
や
生
活
活
動
な
ど
の
機
会
を
提

供
し
、
知
識
や
能
力
の
向
上
の
た
め
の

訓
練
を
行
い
ま
す
。

５
地
域
生
活
支
援
事
業

●
相
談
支
援
事
業

　
障
害
者
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、

必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
日
常
生
活
や

社
会
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

【
相
談
窓
口
】

　
市
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ス
マ
イ
ル

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

９
６
０
０

　
身
体
障
害
者
専
門
相
談
日
　
毎
週
火
曜
日

　
知
的
障
害
者
専
門
相
談
日
　
毎
週
木
曜
日

　
い
ず
れ
も
午
後
１
〜
５
時

　（
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
）

●
相
談
員
の
設
置

　
身
体
障
害
・
知
的
障
害
者
の
更
生
援

護
の
相
談
に
応
じ
必
要
な
指
導
を
行
う

た
め
、
各
地
域
（
身
体
障
害
…
牛
窓
地

域
２
人
・
邑
久
地
域
６
人
・
長
船
地
域

２
人
、
知
的
障
害
…
各
地
域
１
人
）
に

相
談
員
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

　
聴
覚
障
害
者
に
手
話
通
訳
者
や
要
約

筆
記
者
を
派
遣
し
ま
す
。
事
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。

●
移
動
支
援

　
外
出
が
困
難
な
人
に
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル

パ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。
事
前
に
申
請
が

必
要
で
す
。

●
福
祉
タ
ク
シ
ー
助
成

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
か
、
療
育

手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
を
持
っ
て
い

る
人
に
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
発

行
し
、
タ
ク
シ
ー
基
本
料
金
の
助
成
を

行
い
ま
す
。
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

●
日
中
一
時
支
援

　
日
中
見
守
り
が
必
要
な
人
の
見
守
り

や
自
立
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。
事
前

に
申
請
が
必
要
で
す
。

６
福
祉
器
具
の
給
付

●
身
体
障
害
者
（
児
）
補
装
具

　
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
義
手
、
義
足
、
つ
え
、
補
聴
器
、

車
い
す
、
歩
行
器
な
ど
、
日
常
生
活
に

必
要
な
器
具
の
交
付
や
修
理
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　
本
人
負
担
は
原
則
１
割
（
所
得
区
分

に
よ
る
負
担
上
限
額
が
あ
り
ま
す
）。

●
日
常
生
活
用
具
の
給
付

　
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を
持

っ
て
い
る
人
な
ど
に
、
入
浴
補
助
用
具
、

歩
行
支
援
用
具
な
ど
、
日
常
生
活
に
必

要
な
用
具
の
給
付
を
し
ま
す
。
所
得
税

額
に
応
じ
て
、
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
各
種
助
成
事
業

　
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を
持

っ
て
い
る
人
が
、
社
会
参
加
を
促
進
す

る
た
め
に
助
成
を
行
い
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
自
動
車
運
転
免
許
取
得
・

　
自
動
車
改
造
助
成

②
介
護
用
自
動
車
購
入
等
助
成

③
重
度
身
体
障
害
者
住
宅
改
造
助
成

　
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
の
制
限
や
助
成
金

の
上
限
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
・
受
付
連
絡
先

●
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス

　
市
い
き
い
き
長
寿
課

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
０
８
６
９
―

２
６
―

５
９
４
８

●
障
害
者
サ
ー
ビ
ス

　
市
福
祉
課

　
　
０
８
６
９
―

２
６
―

５
９
４
３

●
高
齢
者
・
障
害
者
サ
ー
ビ
ス

　
市
保
健
福
祉
部
邑
久
分
室

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

１
８
１
０

　
市
牛
窓
支
所
　

　
　
０
８
６
９
―

３
４
―

３
４
３
１

つえや歩行器など福祉器具の修理や交付が受け
られます


